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   建築／電気／衛生／空調／昇降機等の本工事／別途工事の工事区分、および夫々の工事範囲が
  明確になっているか確認します。また、設備関係官公署等の手続は、建物の用途、規模、設備で
  異なります。手続に不足が無いことの事前確認を必ず行いましょう。

  ■工事区分表の確認
   ・意匠図、設備図、昇降機図面において本工事／別途工事の工事区分を確認します。
   ・工事区分に不明な点や過不足がある場合は、建築主を交えて調整することも必要です。
   ・支給材料や試運転調整に関わる部分も確認が必要です。
  ■製作図
   ・建築工事の製作図内には設備、別途工事の工事区分を明記し、確実に情報を共有します。
  ■設備関係官公署等の手続
   次の設備関係の申請状況が確実に行われていることを確認します。
   ・建築物インフラ関連
   ・消防法関連
   ・特定施設(騒音・振動）関連

   ・官公署手続は一覧表にまとめ、
    関係部署に相談しましょう。
   ・工事区分取り合い部分に関し、
    関係者相互に確認しましょう
   ・申請は時間に余裕をもって、計
    画的に進めましょう。

   □最新情報に基づいていますか。
   □見積落ちはありませんか。
   □工事工程にそって提出時期を
    一覧にまとめましたか。
   □申請者が明確になっていますか。

  ・申請、検査、許可が遅れると、建物の
   引き渡しが遅れ補償問題ともなります。
  ・コンプライアンス違反になります。
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共通管理項目
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施工段階 電気 設備工事

1-1 着工時 工事区分と設備関係官公署手続

空調 ポイントシート

衛生 (1-10)
(1-11)その他

ポイント

チェック項目

先輩アドバイス

失敗すると...

（例）

官公署手続き一覧の例


